
平成２８年度福井県職員（学芸員）募集案内 

 

１ 受験資格【共通】 

（1）学芸員資格  学芸員資格を有する者または平成２９年３月３１日までに資格取得見込みの者 

 

（2）生年月日   次の各号のいずれかに該当する者 

 ① 昭和４７年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者 

② 平成７年４月２日以降に生まれた者で学校教育法による大学（短期大学を

除く。）を卒業した者または平成２９年３月３１日までに卒業見込みの者 

 

（3）欠格事項    次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

① 成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。） 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受ける 

ことがなくなるまでの者 

③ 福井県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな 

い者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこ

れに加入した者 

 

 

２ 職務内容、採用予定人員および受験資格【分野別】 

  史跡整備、文化財保存科学、日本中世史、日本近世・近代史、歴史学の５分野において、募集

を行います。（採用予定人員 各分野１名） 

   

 

  募集分野① 史跡整備 

   職務内容 ： 学芸員として、中世の史跡の整備および中世の造園・土木技術の調査研究、展

示、資料収集、情報発信活動および埋蔵文化財の発掘調査・整理活動等に従事し

ます。（一乗谷朝倉氏遺跡資料館等の県立の歴史系博物館等に勤務） 

   受験資格 ： 学校教育法による大学（短期大学を除く。）または大学院で造園学または土木学

の専門課程若しくはこれに準ずる課程を卒業（修了）した者または平成２９年３

月３１日までに卒業（修了）見込みの者で、史跡の整備や調査・研究活動等を

含む博物館活動に対し、十分な知識、意欲を有する者 

   採用予定日： 平成２９年４月１日 

          ※学芸員資格既取得者が合格した場合には、合格者の希望を確認の上で、 

平成２８年１０月１日採用となることがあります。 

 

  募集分野② 文化財保存科学 

   職務内容 ： 学芸員として、文化財の保存修復、調査研究、展示、教育普及、資料収集、

情報発信活動および埋蔵文化財の発掘調査・整理活動等に従事します。（一乗谷

朝倉氏遺跡資料館等の県立の歴史系博物館等に勤務） 

   受験資格 ： 学校教育法による大学（短期大学を除く。）または大学院で文化財の保存に

関連する自然科学分野の専門課程若しくはこれに準ずる課程を卒業（修了）

した者または平成２９年３月３１日までに卒業（修了）見込みの者で、文化

財の保存修復活動、保存科学の調査・研究活動等を含む博物館活動に対し、

十分な知識、意欲を有する者 

   採用予定日： 平成２９年４月１日 

          ※学芸員資格既取得者が合格した場合には、合格者の希望を確認の上で、 

平成２８年１０月１日採用となることがあります。 



  募集分野③ 日本中世史 

   職務内容 ： 日本中世史を専門分野とする学芸員として、調査研究、展示、教育普及、資料

収集、情報発信活動および埋蔵文化財の発掘調査・整理活動等に従事します。（一

乗谷朝倉氏遺跡資料館等の県立の歴史系博物館等に勤務） 

   受験資格 ： 学校教育法による大学（短期大学を除く。）または大学院で日本史に関連す

る専門課程を卒業（修了）した者または平成２９年３月３１日までに卒業（修

了）見込みの者で、特に日本の中世の歴史・文献に関する研究実績を有する

者 

   採用予定日： 平成２９年４月１日 

          ※学芸員資格既取得者が合格した場合には、合格者の希望を確認の上で、 

平成２８年１０月１日採用となることがあります。 

 

 募集分野④ 日本近世・近代史 

  職務内容 ： 日本近世・近代史を専門分野とする学芸員として、調査研究、展示、教育普及、

資料収集、情報発信活動等に従事します。（歴史博物館等の県立の歴史系博物館等

に勤務） 

   受験資格 ： 学校教育法による大学（短期大学を除く。）または大学院で日本史に関連す

る専門課程を卒業（修了）した者または平成２９年３月３１日までに卒業（修

了）見込みの者で、特に日本の近世・近代の歴史・文献に関する研究実績を

有する者 

   採用予定日： 平成２９年４月１日 

 

 

  募集分野⑤ 歴史学 

   職務内容 ： 学芸員として、歴史系博物館における調査研究、展示、教育普及、資料収集、

情報発信活動等に従事します。（こども歴史文化館等に勤務） 

  受験資格 ： 学校教育法による大学（短期大学を除く。）または大学院で我が国の歴史学、社

会学、文化人類学等に関連する専門課程を卒業（修了）した者または平成２９年

３月３１日までに卒業（修了）見込みの者で、歴史学に関する研究実績を有する

者 

   採用予定日： 平成２９年４月１日 

 

 

３ 試験の方法 

 （1）第１次試験 

   ①教養試験  公務員として必要な一般知識について筆記試験を行います。 

   ②適性検査  公務員として職務遂行上必要な素質および適性について検査を行います。 

   ③専門試験  職務の遂行に必要な専門分野に関する学識、応用能力、理解力等を問う筆

記・論述試験を行います。 

   ④書類審査  提出された研究概要、業績目録、研究論文等による書類審査を行います。 

 （2）第２次試験 

   ①面接試験  第１次試験合格者に対して、職務遂行能力等について面接を行います。 

 （3）第３次試験 

   ①面接試験  第２次試験合格者に対して、職務遂行能力等について人事委員会による面接

を行います。 

 



４ 試験の日時および場所等 

 （1）第１次試験 

   ①日 時   平成２８年６月１９日（日）午前８時４０分から午後４時まで 

   ②場 所   福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 福井県立大学 共通講義棟 

           ※当日は、午前８時３０分までに試験会場にお越しください。 

            筆記用具、受験番号を記載した通知を持参してください。（適性検査で

使用しますので、HBまたは Bの鉛筆を数本ご用意ください。） 

 （2）第２次試験 

    日 時   平成２８年７月中旬（詳細については、第１次試験合格者に通知します。） 

 （3）第３次試験 

    日 時   平成２８年９月上旬（詳細については、第２次試験合格者に通知します。） 

 

 

５ 合格者の発表 

  (1) 第１次試験 

   ①期  日  平成２８年７月上旬（予定） 

   ②方  法  合格者の受験番号を福井県のホームページに掲載するほか、第１次試験受験

者全員に合否を郵便で通知します。 

 (2) 第２次試験 

   ①期  日  平成２８年８月中旬（予定） 

   ②方  法  合格者の受験番号を福井県のホームページに掲載するほか、第２次試験受験

者全員に合否を郵便で通知します。 

 (3) 第３次試験 

   ①期  日  平成２８年９月中旬（予定） 

   ②方  法  合格者の受験番号を福井県のホームページに掲載するほか、第３次試験受験

者全員に合否を郵便で通知します。 

 

 

６ 提出書類 

 （1）選考採用試験申込書（所定の様式）                                      １部 

 （2）大学卒業証明書または大学院修了証明書（在学中の者は在学証明書）     １部 

（3）成績証明書（大学学部以上のすべて）                  各１部 

（4）論文等の業績目録（所定の様式）、研究論文（別刷またはコピーで５編以内） 

無い場合は専門分野に関する研究内容や考え方を２０００字以内でまとめたもの 

なお、研究・活動実績がある場合はその研究・活動概要（所定の様式）   各１部 

（5）学芸員資格を取得していることを証する書類の写しまたは取得見込証明書   １部 

  ※提出書類に不備がある場合は、受験できません。 

 

 

７ 受付期間および受付時間 

（1）受付期間  平成２８年５月６日（金）から同年６月６日（月）まで（消印有効） 

  （2）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土・日曜日は除きます。） 

※郵送の場合は封筒の表に「募集申込（学芸員）」と朱書の上、必ず書留郵便に

してください。また、６月６日（月）までの消印があるものに限り受け付けま

す。（６月２日以降に郵送する場合は、必ず速達書留にしてください。） 

※受付期間終了後、受験番号を記載した通知を送付します。なお、６月１５日（水）

までに通知が届かない場合には、お問い合わせください。 

 

 

 



８ 給与 

 （1）初任給 １９９，７００円（平成２８年４月現在。大学卒業者で研究職給料表適用の場合） 

なお、職歴等のある方については、上記初任給の額に一定の基準で算出された

額が加算される場合があります。 

 （2）諸手当   扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの支給条件に応

じて支給されます。 

 

 

９ 試験結果の開示について 

 この採用試験の結果については、福井県個人情報保護条例の規定に基づき、書面で開示（本開

示）を請求することができるほか、次の手続きにより口頭で開示（簡易開示）を請求することも

できます。 

（1）開示の内容等 

口頭で開示を

請求できる者 
開示内容 開示期間 開示場所 

当該採用試験

に合格しなか

った者本人 

総合得点および総

合順位 

合否通知の到達日か

ら 1か月 

福井市大手 3丁目 17-1 

福井県総務部人事企画課 

     （福井県庁 7階） 

 （2）口頭による開示請求の手続き 

 開示請求に当たっては、以下のいずれかの書類を持参の上、午前８時３０分から午後５時

１５分までの間に、請求者本人（代理人は不可）が直接総務部人事企画課へお越しください。 

ただし、土曜日、日曜日および祝日は受付しておりません。 

 ①運転免許証 

 ②日本国旅券（パスポート） 

 ③学生証 

 ④各種健康保険の被保険者証 

 ⑤各種年金手帳等 

 

 

１０ 受験申し込みおよび問い合わせ先 

   福井県 観光営業部 文化振興課 （福井県庁４階） 

   ［住所］ 〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

   ［電話］ ０７７６－２０－０５７８（直通） 


